
日本視覚障害理科教育研究会 

規約 

 

第 1 名称 

  1．この会は 日本視覚障害理科教育研究会 という。 

第 2 目的および事業 

  2．この会は視覚障害理科教育の理論と実践について研究し、わが国の視覚障害 

理科教育の向上をはかることを目的とする。 

  3．この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

(1)視覚障害理科教育に関する研究 

  (2)会誌の発行 

  (3)視覚障害理科教育に関する文献・資料・教材等の紹介および斡旋 

第 3 会員 

  4．会員は次のとおりとする。 

(1)普通会員 視覚障害理科教育に携わる者、およびこの会の趣旨に賛同する者 

  (2)学生会員 視覚障害理科教育に関心を持ち、この会の趣旨に賛同する学生会 

員は会誌・会報の配布を受け、本会の事業に参画できる。 

第 4 組織および役員 

  5．この会に事務局を置く。 

  6．この会に次の役員を置く。 

  (1)会長       一名 

  (2)副会長      一名 

  (3)事務局長     一名 

  (4)会計       一名 

  (5)監事       二名 

  (6)編集委員長    一名 

  7．役員の任務は次のとおりとする。 

  (1)会長はこの会を代表する。 

  (2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。 

  (3)事務局長は本会の事務を担当する。 

  (4)会計は本会の経理を担当する。 

  (5)監事は会計監査にあたる。 

  (6)編集委員長は、会誌の編集を統括する。 

  8．役員の選出は総会において行う。 

  9．役員の任期は 1 年とする。ただし再任をさまたげない。 

 

 

 



第 5 会議 

  10．会議は次のとおりとする。 

  (1)総会   原則として毎年 1 回会長が開く。 

  (2)役員会  必要に応じて会長の責任で開く。 

  11．議事は出席者の過半数によって決める。ただし、同数の場合は議長が決める。 

第 6 会計 

  12．会計年度は 8 月 1 日 に始まり、翌年 7 月 31 日 に終わる。 

  13．会費および入会金は次のとおりとする。 

  (1)普通会員 入会金 1000 円 年会費 2000 円 

  (2)学生会員 入会金なし 年会費 2000 円 

  14．経費は会費および入会金その他の収入による。 

第 7 付則 

  15．この規約は、昭和 56 年 8 月 28 日以降効力を発する。 

（昭和 63 年 7 月 27 日一部改正、平成 30 年 7 月 31 日一部改正、令和 3 年 7

月 24 日一部改正） 

また、この規約を変更するときは総会の議決を経なければならない。 

16．入退会の手続きは事務局をとおして行うものとする。 

  17．この会の事務局員および編集委員は、会長が委嘱する。 

  18. 査読者は、編集委員長及び編集委員が決定する。 

                                  以上 


